
２０２６年 ５月１日から普通MT免許の

教習方法が変わります。

２０２５年４月１日の道路交通法改正により普通MT免許の取得方法が変わりました。

当校ではこれまで、従来の教習方法で実施してきましたが、

２０２６年５月１日以降に普通MT免許でのご入校の方は

新教習カリキュラムに変わります。

旧普通MT教習（４月末入校まで）

１段階

MT車：１３時限 / AT車：２時限

学科教習：１０時限

修了検定・学科試験合格

２段階

MT車：１７時限 / AT車：２時限

学科教習：１６時限

卒業検定合格

交通センター学科試験 合格

MT免許取得

新普通MT教習（５月以降入校の方）

１段階

AT車：１２時限 学科教習：１０時限

修了検定・学科試験 合格

２段階

AT車：１９時限 学科教習：１６時限

卒業検定 合格

AT限定解除

MT車：４時限（場内教習）

審査試験 合格

交通センター学科試験 合格

MT免許取得

※交通センターに卒業証明書と審査合格書の

二枚持って行き、本免学科試験に合格すれば

MT免許取得となります。


